
障害福祉審議会等の構成変更（案）
～H20.11 H27.4 H28.4
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【設置コンセプト】
①開かれた政策形成
②障害当事者による参画

意
見
提
案
等

※R４.４

障害福祉
審議会
・

差別解消支援
地域協議会

自立支援
連絡協議会
（全体会）

不服審査部会

相談支援部会

就労支援部会

※自立支援連絡協議会において、相談・就労・強度行動障害の3つの部会が
存在しており、全体会での議論を充実させるため、審議会から分離させる
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※2 強度行動障害支援部会は、
令和元年10月開始
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